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【手続補正書】
【提出日】平成22年5月14日(2010.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の関節リウマチの治療のための、
　（ｉ）ＢｌｙＳに結合するＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片；及び
　（ｉｉ）ヒト免疫グロブリン定常領域、
を含む融合分子を含む、医薬組成物。
【請求項２】
　前記ＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片が、配列番号１のアミノ酸残基３０～１１０
に対して少なくとも８０％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　前記ＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片が、配列番号１のアミノ酸残基３０～１１０
に対して少なくとも９０％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の組成
物。
【請求項４】
　前記ＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片が、配列番号１のアミノ酸残基３０～１１０
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に対して少なくとも９５％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の組成
物。
【請求項５】
　前記ＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片が、配列番号１のアミノ酸残基３０～１１０
に対して少なくとも９９％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の組成
物。
【請求項６】
　前記ＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片が、配列番号１のアミノ酸残基３０～１１０
から成る、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記ＴＡＣＩ細胞外ドメイン又はその断片が、配列番号１のアミノ酸残基３０～１１０
を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記ヒト免疫グロブリン定常領域が、ヒトＩｃＧの修飾されたＦｃ部分を含み、好まし
くはここで前記融合分子がＴＡＣＩ－Ｆｃ５融合分子である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記組成物が、患者の体重１ｋｇあたり約０．０１ｍｇ～約１０ｍｇの量で投与される
、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、前記量で１２週間間隔の間に７回投与される、請求項９に記載の組成物
。
【請求項１１】
　前記組成物が、前記量で１２週間間隔の間に７回投与され、その後前記組成物が前記量
でさらに投与される、請求項９に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記組成物が、前記量で４週間間隔の間に３回投与される、請求項９に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記組成物が、前記量で４週間間隔の間に３回投与され、その後前記組成物が前記量で
さらに投与される、請求項９に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記組成物が、前記量で２～３０週間の間に隔週において投与される、請求項９に記載
の組成物。
【請求項１５】
　前記組成物が、第２薬剤と共に患者に併用投与される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記第２薬剤が、ヒドロキシクロロキン、スルファラジン、メトトレキサート、レフル
ノミド、リツキシマブ、インフリキシマブ、アザチオプリン、Ｄ－ペニシラミン、ゴール
ド（経口又は筋肉内）、ミノサイクリン、シクロスポリン、コルチコステロイド、非ステ
ロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤＳ）、サイトカイン、抗サイトカイン、及びインターフェ
ロンからなる群より選択される、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記組成物が、皮下、経口又は静脈内に投与される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記患者が人間である、請求項１に記載の組成物。
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